
学習端末販売チラシの取扱について（留意事項）

１．学習端末販売チラシ（以下「チラシ」）は、対象生徒（１年生）に対して、１人１枚

でお配りください。

２．補助の対象となる学習端末の購入は１人１台（１回）のみです。

（後日に詳細を案内する「指定ECサイト以外での購入に係る補助」と両方で補助を受

けることはできません。いずれか一方だけになります。）

３．ECサイトでの購入は各チラシに印刷された固有の「販売番号」が必要となります。

販売番号はすべてのチラシで異なりますので、次のとおり取扱をお願いいたします。

○１人に複数枚を配付しない。

○コピーして配付しない。

４．上記１～３について、配付時に生徒にも説明を行い、取扱に注意するようご指導をお

願いいたします。（チラシを紛失しない、他人に譲渡しない、等）

５．対象生徒（１年生）以外の者がECサイトから学習端末を購入することがないよう、予

備については、生徒がチラシを紛失した等の必要な場合にのみ、配付してください。

また、予備の保管については、対象生徒以外の者が手にすることがないようご配慮を

お願いいたします。

「指定ECサイト以外での購入に係る補助」について

・後日（６月中旬までに）手続方法等についてお知らせいたします。

（以下は、正式なお知らせ前の準備情報です。）

・県の電子申請システムを使用することとしています。

・申請の際は、領収書（原本）、通帳の写し、学生証の写し等の添付書類が必要

となります。領収書については、必要な記載事項があります。

・その他にも、留意事項がありますので、詳細は後日のお知らせで確認する必要

があります。質問等が寄せられた場合には、その旨お知らせください。

【参考情報】

チラシに記載のとおり、ECサイトはYahoo!ショッピングを通じて販売を行うため、

同サービスの登録者はポイント還元サービスが受けられ、生徒（保護者）によっては、

同サービスにより家計負担の軽減が図られることになります。

ポイント還元は購入のタイミングによって還元率に変動があり、これまで「５の付

く日」と「日曜日」に還元率が高くなるキャンペーンが実施されています。

直近では６月５日に両方の条件が重なる「５のつく日曜日祭」実施の情報があり、

還元率が高くなると見込まれますので、チラシ配付時にはこの点についても周知を

お願いします。




